
ケアハウス南紀 料金表  
 

 

利用対象者：６０才以上の方。（夫婦で利用の場合はいずれかが６０才以上で可）  

 

利用料金（月額）※下記①～③の合計額  

①  生活費      ４４，５００円（冬期加算 11 月～ 3 月  1 ,960 円）    

②  サービスの提供に要する費用  年収に応じた金額（下記表による）  

 

   サービスの提供に要する費用徴収額表  （令和 6 年 4 月から適用）  

対象収入による階層区分  
本人からのサービスの提

供に要する費用徴収額  

１  １，５００，０００円以下 １０，０００円  

２  １，５００，００１円～１，６００，０００円 １３，０００円  

３  １，６００，００１円～１，７００，０００円 １６，０００円  

４  １，７００，００１円～１，８００，０００円 １９，０００円  

５  １，８００，００１円～１，９００，０００円 ２２，０００円  

６  １，９００，００１円～２，０００，０００円 ２５，０００円  

７  ２，０００，００１円～２，１００，０００円 ３０，０００円  

８  ２，１００，００１円～２，２００，０００円 ３５，０００円  

９  ２，２００，００１円～２，３００，０００円 ４０，０００円  

１０  ２，３００，００１円～２，４００，０００円 ４５，０００円  

１１  ２，４００，００１円～２，５００，０００円 ５０，０００円  

１２  ２，５００，００１円～２，６００，０００円 ５７，０００円  

１３  ２，６００，００１円～２，７００，０００円 ６４，０００円  

１４  

１８  

２，７００，００１円以上 

 

６４，９７５円  

（注）利用料等は、関係する法令の改正があったときに改定される。  

 

③居住に要する費用（入居一時金に応じて変更）  

 

入居一時金  居住に要する費用（月額）  

５０万円の場合  ３９，５００円  

１００万円の場合  ３７，４００円  

２００万円の場合  ３３，２００円  

３００万円の場合  ２９，０００円  

３５０万円の場合  ２９，０００円  

 

入居一時金の返還：退所時、施設補修費として入居一時金より差し引き、残金を  

返還する。  

 

年未満 １ ２ ３ ４ ５～１０ １１～１５ １６～２０ 

％ １０ １５ ２０ ２５ ３０ ５０ ７５ 

 

なお、２０年以上については入居一時金の全額を施設補修費に充てる。  

 


